
前橋市監査委員公表第９号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第５項の規定により、水道局

（下水道整備課、下水道施設課）及び建設部（建築住宅課）の工事監査を実施しま

したので、同条第９項の規定により、別紙のとおり公表します。  

平成２８年７月８日  

 

前橋市監査委員  赤 川 常 己      

   同     田 子 一 夫      

   同     横 山 勝 彦      

同     小 林 岩 男  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                        内    監  

                                                        平成２８年７月８日 

 

前 橋 市 長 山 本   龍 様  

前橋市議会議長 長 沼 順 一 様  

   

 

                                     前橋市監査委員  赤 川 常 己 

                                            同      田 子 一 夫 

同      横 山 勝 彦 

同      小 林 岩 男 

 

工事監査の結果について（報告） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第５項の規定により実施した水道局

（下水道整備課、下水道施設課）及び建設部（建築住宅課）の工事監査の結果について、

同条第９項の規定により、別紙のとおり報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  水道局 工事監査結果報告書 
（下水道整備課、下水道施設課） 

 

１ 監査対象部局及び対象工事等（別紙工事監査対象工事(業務)一覧表のとおり） 

    水道局 下水道整備課  １７件 

   〃  下水道施設課   ７件 

 

２  監査期間 

  平成２８年４月１２日から同年７月８日まで 

 

３ 監査方法 

  工事監査については、工事が適正かつ効率的に行われているか、経済的に妥当なもの 

であるかなどを主眼とし、工事ごとに関係書類（設計図書及び契約書等）の提出を求め

るとともに、関係職員から説明を聴取し、通常必要と認められている監査手続により書

類審査及び現場実査を実施しました。 

 

４ 監査結果 

監査対象とした各工事の計画、設計、積算、施工等については、おおむね適正である

と認められましたが、下記の記載のとおり改善を要する事項がありました。 

なお、事務処理上留意すべき軽微な事項については、監査執行の際に各所属長に対し

て改善等を指導しました。 

 (1) 下水道整備課（指摘事項 １件） 

ア 石綿セメント管撤去作業における適切な管理について（指摘事項） 

上川淵地区 公共下水道工事（国管汚水第１０号）において、当該工事現場内に

埋設されていた石綿セメント管の撤去作業を行うに当たり、石綿障害予防規則に基

づき石綿作業主任者を選任し、石綿セメント管の撤去計画書を作成した上で、最終

処分場への運搬及び処分を行ったものであるが、作業現場に石綿のばく露防止対策

や石綿粉じんの飛散防止対策を関係労働者や周辺住民に周知するための掲示がされ

ておらず、また、石綿のばく露防止及び粉じんの飛散防止対策を行ったことを証す

る状況写真等も残されていなかった。 

更に、撤去作業従事者に対して行う特別教育についても実施した形跡が見受けら

れなかったことから、石綿障害予防規則にのっとり適切な施工管理を行うことにつ

いて、請負者への指導徹底を図るように改善されたい。 

(2) 下水道施設課（指摘事項 １件） 

ア 作業主任者の氏名等の周知について（指摘事項） 

    前橋水質浄化センター ２系汚泥引抜槽防食塗装工事（請処第９号）において、

労働安全衛生法で規定する作業現場に掲示が必要な酸素欠乏危険作業主任者の氏名

等の掲示がされていなかった。 

    労働安全衛生法第１８条では、事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作

業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等

 



 

 

により関係労働者に周知させなければならないと規定していることから、請負者に

対する安全管理の指導徹底を図るように改善されたい。  



 （№１）

工事、業務名称

工事、業務概要

上川淵地区　公共下水道工事（国管汚水第１０号）

延長　４４１．６ｍ
内径300mmリブ付塩ビ管布設工　４３５．３ｍ
舗装工　　　 　　　　　　　　　　　　　５９２．１ｍ２　ほか

清里地区　公共下水道工事（国管汚水第１号）

延長　５６９．７ｍ
内径200mmリブ付塩ビ管布設工　５５３．６ｍ
舗装工　　　 　　　　　　　　　　　　１０５１．１ｍ２　ほか

大胡地区　公共下水道工事（国管汚水第１９号）

延長　３５７．８ｍ
内径200mmリブ付塩ビ管布設工　３５１．５ｍ
舗装工　　　 　　　　　　　　　　　　　３９５．６ｍ２　ほか

本庁管内　下水道改築工事（国改第９号）

延長　１４９．４ｍ
内径300mm更正工　　８２．７ｍ
内径400mm更正工　　６３．１ｍ　　ほか

本庁管内　下水道地震対策工事（国地震第２号）

延長　２４０．０ｍ
内径1200mm更正工　　２３４．０ｍ　ほか

本庁管内　下水道改築工事（国改第１１号）

延長　２８２．３ｍ
内径1200mm更正工　　２７６．６ｍ

永明地区　公共下水道工事（国管汚水第２５号）

延長　１７４．２ｍ
内径200mmリブ付塩ビ管布設工　１７１．５ｍ
舗装工　　　 　　　　　　　　　　　　　１８８．９ｍ２　ほか

27.7.21 28.2.1227.7.142 4271000428 青梨子町地内

27.9.18

大胡町地内 27.8.18

27.09.084

3

5

27.9.17

27.9.24

№ 台帳契約No 工事、業務場所

4271000687

27.09.11 28.01.12

28.1.28

後閑町、西善町地内

契約日

27.7.16

27.10.16

28.2.261 4271000419

27.9.24南町一丁目地内

28.3.10

変更
完成日

完成日着工日

27.7.21

27.8.19

朝日町二丁目、三河町二丁目
地内

4271000877

4271000878

4271000858
城東町一丁目、城東町二丁目

地内

女屋町、小島田町地内 28.2.2427.10.21

   下水道整備課　　　　　　　平成２８年度　第１回工事監査　対象工事（業務）一覧表

28.3.076

7 4271001154



（№２）

工事、業務名称

工事、業務概要

清里地区　公共下水道舗装復旧工事（国管汚水第２６号）

延長　３９６．４ｍ　　幅員　３．１５～４．６０ｍ
基層工（ｔ＝５）　　　 　　　　１１３１．４ｍ２
表層工（ｔ＝５）　　　 　　　　１１３１．３ｍ２　　ほか

桂萱地区　公共下水道舗装復旧工事（単管汚水第１５号）

延長　３３９．７ｍ　　幅員　２．８５～５．２０ｍ
表層工（ｔ＝５）　　　 　　　　１１２４．６ｍ２
表層工（ｔ＝４）　　　 　　　　　２３２．８ｍ２　　ほか

芳賀地区　公共下水道工事（単管汚水特第２号）

延長　１１６．３ｍ
内径200mmリブ付塩ビ管布設工　１１２．７ｍ
舗装工　　　 　　　　　　　　　　　　　２８９．８ｍ２　ほか

南橘地区　公共下水道工事（単管汚水特第６号）

延長　２４５．４ｍ
内径200mmリブ付塩ビ管布設工　２３７．９ｍ
舗装工　　　 　　　　　　　　　　　　　　９２．０ｍ２　ほか

永明地区　公共下水道工事（単管汚水特第３号）

延長　１８２．７ｍ
内径200mmリブ付塩ビ管布設工　１７８．８ｍ
舗装工　　　 　　　　　　　　　　　　　２７０．４ｍ２　ほか

上川淵地区　公共下水道工事（単管汚水特第４号）

延長　１５８．３ｍ
内径200mmリブ付塩ビ管布設工　１５５．６ｍ
舗装工　　　 　　　　　　　　　　　　　３０６．２ｍ２　ほか

本庁管内　下水道改築工事（国改第１７号）

延長　１１４．９ｍ
内径300mm更正工　　１１１．３ｍ　ほか

28.7.612 4271002082 下長磯町地内

完成日

27.10.21 28.2.23

9

№

   下水道整備課　　　　　　　平成２８年度　第１回工事監査　対象工事（業務）一覧表

台帳契約No 契約日 着工日

27.11.6 28.1.13

10

城東町二丁目、城東町三丁目
地内

工事、業務場所
変更

完成日

28.02.12 28.07.27

28.6.9

28.2.12

28.2.104271002050 鳥取町地内

上泉町地内 27.11.5

28.6.29

28.2.10 28.2.12

14 4271002254

8 清野町地内

28.2.12 28.6.29

11 4271002076 日輪寺町地内

4271001155

4271001298

27.10.16

28.3.3 28.3.7

28.02.09

13 西善町地内 28.2.104271002086



（№３）

工事、業務名称

工事、業務概要

効率的汚水処理整備計画策定業務（国委計画第２号）

効率的汚水処理整備計画策定業務（６８７２．９ｈａ）
全体計画区域見直し　一式、事業計画区域見直し  一式
未整備区域の整備計画  一式

公共下水道事業計画変更業務（単委計画第１号）

事業計画変更業務（１１７１．６ｈａ）
公共下水道事業計画変更　一式
都市計画事業認可申請図書作成　一式

前橋市下水道ビジョン策定業務（国委計画第１号）

下水道ビジョン策定　一式

   下水道整備課　　　　　　　平成２８年度　第１回工事監査　対象工事（業務）一覧表

契約日 着工日 完成日
変更

完成日
№ 台帳契約No 工事、業務場所

27.7.29 27.8.3 28.3.815 4272000059 本庁管内ほか１３地区内

27.7.15 27.7.21 28.3.816 4272000069 本庁管内ほか２地区内

17 4272000116 市内一円 27.7.31 27.8.5 28.3.8



（№４）

工事、業務名称

工事、業務概要

前橋水質浄化センター　汚泥処理施設建設工事（国処第１号）

機械設備：汚泥乾燥・汚泥炭化・排ガス処理・配管　各一式
電気設備：受電・負荷・監視制御・計装　各一式　ほか

前橋市浄化槽汚泥処理施設　機械設備整備工事（請し第３号）

前処理設備整備　一式、汚泥脱水設備整備　１台
ポンプ設備整備　１３台、脱臭設備整備　一式　ほか

前橋市し尿処理施設　脱臭設備ほか整備工事（請し第４号）

脱臭設備整備　　　　一式
主処理設備整備 　　一式
電気計装設備整備　一式　ほか

前橋水質浄化センター　電気設備更新工事（国処第２号）

蓄電池更新　１組
濁度計更新　１組
ＳＶ計更新 　 １組　ほか

前橋水質浄化センター ２系汚泥引抜槽防食塗装工事（請処第９号）

断面補強工　　　　　　５９．０ｍ２
断面修復工　　　　　１４７．５ｍ２
防食塗装工（Ｄ種）　１４７．５ｍ２　ほか

敷島汚水中継ポンプ場　直流電源装置更新工事（国ポ第１号）

直流電源装置更新　１面
附帯工　　　　　　　　一式

前橋水質浄化センター　３系耐震診断業務（国処委第１号）

耐震診断（土木・建築）　 　一式、槽内調査　一式
コンクリート圧縮強度試験　一式
中性化深さ試験　　　　　　　一式

変更
完成日

着工日№ 工事、業務場所

六供町１３３１番ほか 27.9.24

27.9.24

23 4271001545 敷島町１９０番

20

22

19 4271000963 六供町５１６番１

六供町１３３１番ほか

4272000093 六供町１３３１番ほか

27.9.17

台帳契約No 契約日

27.9.18

27.11.4

24

28.3.3

27.8.20 27.8.21 28.2.29

27.10.8

27.11.6

4271001096 六供町５１６番１

4271001327 27.11.6 28.3.14

27.12.3 27.12.7 28.3.16

27.10.9

   下水道施設課　　　　　　　　　　平成２８年度　第１回工事監査　対象工事（業務）一覧表

28.3.3

完成日

28.2.22

29.2.27

21 4271001313 六供町１３３１番ほか 27.11.5

18 4271000827



 

 

建設部 工事監査結果報告書 
（建築住宅課） 

 

１ 監査対象部局及び対象工事 

    建設部 建築住宅課   

消防局東消防署改築建築工事 

 

２  監査期間 

  平成２８年４月１２日から同年７月８日まで 

 

３ 監査方法 

  工事監査については、工事が適正かつ効率的に行われているか、経済的に妥当なもの

であるかなどを主眼とし、工事関係書類（設計図書及び契約書等）の提出を求めるとと

もに、関係職員から説明を聴取し、通常必要と認められている監査手続により書類審査

及び現場実査を実施しました。 

なお、工事の技術的な指導及び助言については、公益社団法人大阪技術振興協会の技

術士に協力を得ました。 

 

４ 監査結果 

監査対象とした工事の計画、設計、積算、施工等については、おおむね適正であると

認められましたが、下記の記載のとおり検討を要望する事項がありました。 

なお、事務処理上留意すべき軽微な事項については、監査執行の際に所属長に対して

改善等を指導しました。 

(1) 工事監理について（要望事項） 

  消防局東消防署改築建築工事の施工において、建築士法第３条第１項の規定に基づ

き、一級建築士でなければ工事監理をしてはならない建築物であることから、一級建

築士の資格を持つ建築住宅課に所属する職員を工事監理者として選任し、工事監理を

行っているものであるが、その者が工事監理の業務を行っていることを証する書面で

の記録が残されていなかった。 

建築士法で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、

それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することであり、工事監

理者が工事監理としての業務を行ったことの記録を整備することは、当該工事の施工

に当たり、適切な工事監理を行ったことの説明責任を果たす意味において重要な行為

であると考えられる。 

ついては、工事監理の適正化を図るために、国土交通省で策定した工事監理ガイド

ラインが示されていることから、この工事監理ガイドラインを参考として、適切な工

事監理を実施するとともに、工事と設計図書との照合及び確認を行ったことを証する

書面を作成し、記録として残すことを検討されたい。 
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